






































 

 

令和８年度 特別徴収の納入期限 

6 月分 

7/1０（金） 

7 月分 

8/1０（月） 

８月分 

9/1０（木） 

９月分 

10/１３（火） 

10 月分 

11/1０（火） 

11 月分 

12/1０（木） 

12 月分 

1/12（火） 

1 月分 

2/1０（水） 

2 月分 

3/1０（水） 

3 月分 

4/1２（月） 

4 月分 

5/1０（月） 

5 月分 

6/10（木） 

 

特別徴収事務についてのお問い合わせは 

 

四條畷市 財務部 税務課 

住 所：〒５７５－８５０１ 

大阪府四條畷市中野本町１番 1 号 

電 話 ：（０７２）８７７－２１２１（代） 

          （０７４３）７１－０３３０（代） 

      （土・日・祝日・年末年始を除く９時００分～１６時３０分） 

市町村コード：２７２２９９ 

 

 

四條畷市ではインターネットを利用した電子申告サービス「eLTAX（エル

タックス）」がご利用になれます。 

市税の申告には、便利なエルタックスをご利用ください。 

電子申告 eLTAX についてのお問い合わせは 

 

eLTAX ヘルプデスク（地方税共同機構） 

eLTAX ホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/ 

eLTAX ホームページ「よくあるご質問」：https://eltax.custhelp.com/ 

電 話 ：０５７０－０８１４５９（ハイシンコク） 

       上記の電話番号でつながらない場合：０３－５５２１－００１９ 

（土・日・休祝日・年末年始を除く９時～１７時） 

 

 

 


